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Step１ 小施策の全体像 

小施策の概要等（構成事業は別紙ロジックモデルシートのとおり） 

現状と課題 

・ 複雑多様化，また高齢化が進む現代社会において,火災をはじめとす

る各種災害に迅速かつ的確に対応し，市民の生命，身体及び財産を守る

ため，消防機能と消防体制の充実・強化を図る必要がある。 

・ 火災から市民の生命を守るため，住宅防火対策の啓発や事業所の防火

管理体制の徹底などにより，防火意識の高揚を図る必要がある。 

・ 災害応急対策の拠点機能が求められる盛岡中央消防署庁舎の移転建

設,その移転により生じる消防体制の空白地域解消のための出張所新設

及び消防・救急無線のアナログ方式からデジタル方式への移行（28 年

５月 31 日が移行期限）を推進する必要がある。 

・ 地域に精通し，大きな防災の力として活躍する消防団員が，年々高齢

化や減少傾向にあることから，地域や関係団体と連携しながら，団員の

確保を図る必要がある。 

取組の方向性 

火災の発生を防ぐため，市民の防火意識の向上を図るとともに，常備消

防及び消防団の消防力を充実させる。また，救命率向上のため，救急救助

体制の充実を図る。 

対象 

（誰（何）を対象として行うのか） 

市民，消防団，市域 

 

意図 

（対象をどのようにしたいのか） 

火災が少なくなる。 

火災に迅速に対応できる。 

応急手当の正しい知識と技術を普及する。 
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Step２ 成果指標の推移 

（↑：数値を上げていくことを目標とする指標，↓：数値を下げていくことを目標とする指標，→：数値を維持

することを目標とする指標） 

 

Step３ 市民ニーズの把握 

火災をはじめとする各種災害に迅速かつ的確に対応し，市民の生命，身体及び財産を守ること

が常備消防及び消防団に課せられた使命であり，消防機能と消防体制の充実・強化を求める市民

の声は大きいものと受け止めている。 

また，近年，大規模な林野火災が発生しており，防火に対する市民意識が高まる中，これまで

以上に，消防体制の強化を求める声も多くなってきている。 

なお，全国的な傾向でもあるが，当市においても消防団員数の減少や高齢化が進行しており，

また，サラリーマン団員の割合が進み，現在では約８割を占めている状況にある。今後，こうし

た状況がさらに進行することが予想される中にあって，市としては，消防団の能力（技能）の維

持・向上に努める必要があるほか，消防団員の活動環境の整備のため，消防用装備品の充実や，

消防団協力事業所表示制度のさらなる拡大を図りながら，団員確保対策を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 単位 

25 年度 

実績 

（現状値） 

27 年度 

実績 

31 年度 

目標値 

36 年度 

目標値 

Ａ 消防団員の充足率 (↑) ％ 76.7 76.4 79.0 81.0 

Ｂ 消防水利の充足率   (↑) ％ 97.8 97.2 98.3 98.8 

Ｃ 救命講習の受講者数 (→) 人 8,752 10,393 8,000 8,000 

Ｄ バイスタンダーＣＰＲ   

 実施率  (↑) 
％ 45.1 49.6 49.0 49.0 
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Step４ 役割分担分析 

１ 各主体の役割の状況 

 

２ 今後の市の役割の比重の方向性とその理由 

□ 市の役割の比重を拡大していくことを検討する 

■ 現状維持（現在の市の役割の比重を維持する） 

□ 市の役割の比重を縮小していくことを検討する 

（理由） 

   消防・救急の充実に向けた取組は，体制の整備については，市が国・県と連携しながら進

めるものであるが，防火や救命率向上を図るためには，各主体がその目的を共有するととも

に，役割を認識しながら取り組むことが必要であることから，現状維持とするものである。 

 

Step５ 成果・問題点の把握と改革改善案 

１ 成果の把握と要因分析及び課題の設定 

 (1) 小施策の中で成果をあげた点 

  ・ 救命講習の受講者数が増加した。 

  ・ バイスタンダーＣＰＲ実施率が増加した。 

 

 (2) 成果をあげた要因 

  ・ 市民に応急手当の必要性について普及が図られた。 

  ・ 救命講習により応急手当の重要性について理解された。 

 

 (3) さらなる成果向上に向けて取り組むべき課題（課題がある場合に記載） 

   引き続き，応急手当の必要性についての普及を進める。 

 

 

 役割の内容 
役割分担

比率（％） 

各主体の 

役割の状況 

市 

市民に防火意識の高揚を図るとともに，複雑多様化す

る災害に対応するため，消防施設や装備等の整備を計画

的に行うほか，住宅火災による死者の低減を図るため，

すべての住宅に住宅用火災警報器が設置を推進する。 

また，救命率向上のため，救急救助体制の充実を図る。 

40 

国・県・ 

他自治体 

 国及び県は，市が行う消防・救急体制の充実に向けた

事業に対する支援と全体的な調整を行う。 
20 

市民・ 

ＮＰＯ 

住宅火災を防止するため，婦人防火クラブや婦人消防

協力隊が中心となり，火災予防活動に努める。 
20 

企業・ 

その他 

自衛消防隊を組織し，火災予防に努めるとともに，事

業所内等の火災の初期消火を担い，被害の軽減を図る。 
20 



 
 

4 
 

２ 問題点の把握と原因分析及び課題の設定 

(1) 小施策における現状の問題点 

 ・ 消防団員の減少が継続している。 

 ・ 消防水利の充足率が低下した。 

 

(2) 現状の問題点が生じている原因 

 ・ 地域に配置している分団で団員が退団後，新入団員の確保が困難な状況となっている。 

 ・ 水利の基準が平成26年10月に改正され，充足率の算定方法が見直された。 

 

(3) 分析した原因を踏まえて取り組むべき課題 

 ・ 消防団の取組としては，地域や関係団体と連携しながら団員の確保を図る。また，市と

しては，公務員の消防団への加入促進について，今後も取組を継続する。 

 ・ 改正された水利の基準に基づき，消防水利の設置を進める。 

 

３ 改革改善案（上記１(3) 及び２(3) で設定した課題に対する具体の取組） 

・ 応急手当の必要性の普及については，自主防災組織を含む町内会・自治会に研修等の機

会を捉えながら働きかけ行う。 

・ 団員の確保については，「消防団管理事務」及び「消防施設整備事業」において，消防団

の消防防災活動に必要な装備の整備を進めるとともに，消防団員に対する環境整備を図り

ながら，消防団の幹部等による団員確保の取組を行うほか，市としては，新採用職員を対

象とする体験入団の継続実施やその他の職員に対する呼びかけを行う。 

・ 消防水利の設置については，「水道事業負担金事務」において，関係機関と協議しながら

進める。 

 

Step６ 小施策と構成事業の関係性 

１ 小施策との結び付きが弱い，もしくは他の事業と重複していると考えられる事業 

  該当事業なし。 

 

２ １で記載した事業についてその理由 

 

 

３ １で記載した事業の今後の方向性（案）（縮小・廃止・統廃合等） 


